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１　はじめに

　市場化が行われている 1990 年代の中国にお

いては、社会思想空間もまた著しい変容を見せ

ている。その中で最も目立っているのは、市民

社会論の登場であろう。市民社会論者は、いわ

ゆる「国家―社会の良性的な相互作用」という

枠組みにおいて、社会の民主化を含む現代化の

プロジェクトを捉え直している。この意味で、

市民社会論もまた後述する 1990 年代の現代化

論の一つであると見てよい 1。では、この新し

い現代化論はどのように 1990 年代の中国社会

を捉え、また、どのような問題点を抱えている

のだろうか。

　1990 年代の中国における市民社会論に関す

る、数少ない先行研究の中に、市民社会論を紹

介したりその問題点を指摘したりするものがな

いとは言えない。例えば、鄧正来は 1990 年代

の半ばまでの中国市民社会論をレビューし、そ

の理論枠組みとモデルを論じている（鄧 2002: 

125-73）。また砂山幸雄は民主化という枠組み

におけるその展開と幾つかの論点を紹介してい

る（砂山 1996: 67-72）。しかしながら、両者

はともに理念としての中国市民社会論を捉える

に止まっており、それが 1990 年代以降の中国

社会の変容と大きく関わっている側面を見落と

している。結局、中国社会を分析するに当たっ

ての中国市民社会論の妥当性についての論究は

度外視されているのである。そこで、本稿は中

国市民社会論を単に理念として捉えるのではな

く、理念の源流とも言える中国社会の実態と照

合し、その現代中国社会分析の有効性と問題点

とを検証していきたい。

　さて、1990 年代の中国の社会変動を考えて

みると、1989 年の天安門事件と 1992 年以降

の市場経済の正式な確立という二つの歴史的事

件を忘れることはできない。というのは、まさ

にこれらの事件の帰結として、中国社会はいっ

そう多元的なアクターによる様々な活動が可視

的となってきたからである。このような社会の

実態に対応して市民社会論が 1990 年代の社会

思想空間において正式な市民権を獲得するよう
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になってきているのである。だが同時に、上述

の実態に対して、改革と発展の方向性をめぐっ

て新たな現代化論が形成されていく。その例と

して、「新左派」・「新自由主義」・「新保守主義」

が挙げられる 2。これらの社会思想がそれぞれ

社会発展の一側面のみを強調し、さらにそれに

相応するダイナミズム――政治（理念とイデオ

ロギー）、経済（市場）、文化（伝統文化）――

を提起している、と指摘することができる。

　ところが、単に社会変動の一側面のみに注目

しているこれらの論者は、転形期の中国の構造

的変動とも言いうる、「社会」そのものの顕在

化に十分に留意しているとは言い難い。そこで

中国の社会変動を先鋭的に捉えているのは市民

社会論ではないかと思われる。そうであるとす

れば、社会の顕在化に焦点を当てている中国市

民社会論はどのような現実性を有するかという

問いに対して、中国社会についての経験的な分

析が必要となってこよう。経験的にどのような

社会が形成されているのかをみることで、中国

市民社会論の特質に迫ることができるだろう3。

　具体的に、以下ではまず、（２）1990 年代

の冒頭に展開された中国市民社会論の主な主張

を確認した上で、都市社会における、（３）社

区自治、と、（４）民間組織、という 1990 年

代の後半以降の市民社会論者が注目している二

つの経験的事実にスポットライトを当て、その

具体像を再検討することを通じて、市民社会論

による中国社会分析の妥当性を考究していきた

い 4。そして最後に、（５）中国市民社会論に

批判的検討を加え、本稿を閉じることにする。

本稿を通して、市民社会論者ら――現代中国の

知識人――の変革意識の端緒もまた窺えるだろ

う。

２　中国市民社会論の概要

　中国市民社会論の出現が 1990 年代の出来事

であることは間違いないが、その出現の背景に

ついては、1980 年代以降の社会変革という内的

要因、と、世界的に復権しつつある市民社会論

の影響という外的要因があると指摘するこがで

きる。本来、伝統的な社会主義のイデオロギー

の中で、国家から自立した社会を論じる空間は

存立し得ないはずである。そこで、市民社会論

の成立という現実はいかに可能になったのか。

２－１　 1990 年代における市民社会論の成立

　1980 年代の改革の過程で中国社会、特に都

市内部における階層分化・労働関係をめぐって

市民社会論に近い論点と問題が既に提起されて

いた。沈越（1990）と渓兆永（1990）によっ

て行われたマルクス主義における市民社会概念

論争は、その一例であろう。だが一般的に市民

社会概念は 1989 年の天安門事件後に海外に亡

命した知識人によって始めて使われるとされて

いる（Ma 1994）。しかし政治的意図に貫かれ

ていたためであろうが、なかなか速やかな市民

社会論受容には結びつかなかった。結局、中国

語世界で市民社会が本格的に概念と分析枠組と

して提起されるのは、1990 年代の冒頭のこと

であった。

　その中で、香港で出版された雑誌『二十一世

紀』に掲載された、市民社会と中国の現代化と

の関係を論じた石元康（1991）の論文や、いち

早く市民社会の概念を整理し市民社会の問題を

検討した王紹光（1991）の論文は議論の発端と

なった。そして中国市民社会論を全面的に展開

したのは、1992 年に香港で創刊された雑誌『中

国社会科学季刊』である。鄧正来と景躍進の有

名な論文（1992）をはじめとして、この雑誌で
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は、1992 年の創刊号から 1994 年の第８期ま

で既に 15 篇の市民社会論が掲載された 5。この

ように中国語の市民社会論は、まず海外とくに

香港の学術雑誌において展開された。

　市民社会論が中国国内のアカデミズムの興味

を引き起こすようになったのは、1993 年のこ

とであった。中でも、『中国社会科学』と『天

津社会科学』という二つの学術雑誌は市民社会

に関する討論に積極的に介入する姿を見せ、そ

の後の市民社会論の隆盛の基礎を築いたと考え

られる。そのうち、兪可平（1993a,1993b）に

よる、マルクス主義における市民社会概念の再

検討と「社会主義市民社会」というコンセプト

の提起は、時代の問題に真っ向から立ち向かう

変革意識の結晶と考えられる。また、マルクス

の市民社会概念に依拠して、中国における市民

社会の構築の意義――市場経済の育成、民主建

設と社会安定――を論じている戚珩（1993）、

と同じくマルクス主義における市民社会概念を

再検討している徐勇（1993）は、ともに市民

社会の問題意識を示している。

　この時期に提起された市民社会論は当時充分

な反響を呼んでいなかったのだが、この状況は

1997 年に入るとともに一変したのである。中

国の市民社会論の先駆者と言える鄧正来の論文

集（1997=2002）の出版が、その意義におい

て一つのメルクマールであったと考えられる 6。

それは、マルクス主義の伝統における市民社会

に関する再解釈と再認識に終始しがちであった

既存の議論とは異なり、はじめて現代化論の視

野において、中国における市民社会の構築を提

起し、中国の社会的現実へと接続する回路を有

したのである。

　その結果、市民社会論は国家と社会との関係

に注目するという新たなパラダイムとして、中

国社会の現実分析へと適用されるようになっ

た。興味深いのは、1990 年代の前半では中国

の学者は市民社会の構築論を海外のアカデミズ

ムを通してしか唱えることができなかった。そ

うした構築論が前述のマルクス主義の自己変革

と手を携え、1990 年代の後半には、ようやく

正式な「市民権」を獲得するようになった。第

3 節以降の現代中国社会についての分析からそ

れが成立する経験的土壌がわかるが、ここでは

まずその主旨を確認しておこう。

２－２　中国市民社会論の主旨

　上述の市民社会論の成立からわかるように、

中国の市民社会論は主に二つの関心――（１）

マルクス主義における市民社会論の再建、と

（２）中国における市民社会の構築――を中心

に展開されている。以下ではまず市民社会論の

主旨を見ることにしよう 7。

　（１）マルクス主義における市民社会論の再
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

建
4

――マルクス主義における市民社会概念に関

する議論は、その源流を 1980 年代の後半にま

で遡ることができる。当時の学者沈越はそれ

までマルクスの古典における「市民権利」がブ

ルジョワの権利と同義だとされていたことに対

して、「市民権利」の復権を主張している（沈 

1986）。また、彼は「市民社会」という用語が

三つの意味を有していることを指摘し、「資本

主義と私有制が消滅した後、市民的経済関係は

一定の形式を通して、一定の範囲内で生産手段

の全社会の共同所有制と並存する」というマル

クスとエンゲルスの考え方を明らかにしている

（沈 1990: 45-6,50）。このように、市民社会概

念は次第に注目されるようになった 8。だが、

その時期の中国は社会の分離の初期段階にあ

り、市民社会の意義を充分に認識しえなかった。

そして市民社会概念が現代化論の枠組みで議論

し始められたのは、1989 年の天安門事件と市
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場経済の確立を経た 1992 年以降のことであっ

た。兪可平の研究は、代表的な理論的成果と考

えられる。

　兪可平によれば、マルクス主義においては、

市民社会と政治国家が一対の歴史的範疇である

と同時に、一対の分析的範疇でもある。歴史的

範疇として、市民社会は人類社会の一つの特定

の発展段階を指す。分析的範疇として、市民社

会は私的領域における人間の活動に対する抽象

であり、公共領域の抽象としての政治社会の対

立物である。そこで、「市民社会が政治国家に

よって覆われた前資本主義の時期に、国家は社

会からすべての権力を奪い取った。……これに

反して政治国家が市民社会に覆われるポスト資

本主義の時期においては、市民社会は国家から

すべての権力を取り戻し、すべての人間が権力

の所有者となる。そして市民社会と政治国家は

新しい基礎に基づいて再び融合し、二者の分離

はなくなる。この時、歴史的範疇としての市民

社会と政治国家は存在しなくなる」（兪 1993a: 

60-2）。このように、マルクス主義における市

民社会はもはや批判の対象ではなくなり、政治

国家を吸収する場となっている。

　ここで特に留意しておきたいのは、マルクス

のテクストについての再解釈としての、「マル

クスは国家と市民社会との表面的分離と対立に

着眼したのではなく、二者の実質的統一を指摘

した」（兪 1993a: 74）、という兪可平の結論な

のである。つまり、マルクス主義における市民

社会概念が再解釈されたばかりではなく、市民

社会の自立性を認めた上で、なおかつ、政治国
4 4 4

家と市民社会との実質的統一
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を力説している、

という言説戦略なのである。

　さて、このように再解釈されたマルクス主義

的市民社会論は、中国の現実にどのように接続

できるのだろうか。「社会主義市民社会」とい

う課題が、この問いに答えるものである。実

際、兪可平にとっては、社会主義において政治

国家と相対するような市民社会が存在するかど

うかはもはや問題とはならなかった。というの

は、マルクスの理論における「政治国家と一定

の市民社会とが対応する」という基本理論から

すれば、社会主義における市民社会もまた存在

するはずだからである。要するに、「市民社会

はどの時代においても上部構造の基礎を構成し

ている以上、社会主義政治国家の背後にそれと

対応する市民社会が存在するはずである」（兪 

1993 b: 45）。

　このように、社会主義市民社会の概念が提起

されている。だが、そうした概念は政治国家と

市民社会の「実質的統一」を枠組みとしている

ことに注意を促したい。この点については、社

会主義市民社会の意義を論じる際に、兪可平が

挙げている経験的事例からも窺われる。兪は①

体制外的企業の発展、②政府が行っている分権

と役割の転換、③私的利益の保護と所有権概念

の明確化、④個人生活と政治との疎遠、という

四つの視点から社会主義市民社会の現実性を論

じている。そして、そうした市民社会が「政府

職能の改革」、「政治の安定」、「社会主義民主の

建設」という三つの国家目標に役立っていると

されているのである（兪 1993b: 46-8）。した

がって、社会主義市民社会はその概念が端的に

示しているように、それが「社会主義」という

体制を基礎としているものであり、市民社会の

理論史に見られるような、国家－市民社会の二

項対立を最初から排除したものなのである。

　したがって、マルクスの国家と市民社会との

「実質的統一」に基づく社会主義市民社会とい

う概念の提起によって、中国マルクス主義にお

ける市民社会論の再建は完成したということが

できる。だが、社会主義市民社会とはどのよう
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なものなのかについてのはっきりしたイメージ

は提起されていなかった。実は、「社会主義市

民社会」論に先立って、以下で紹介する中国の

現実に即した、中国における市民社会の構築論

がすでに提起されている 9。

　（２）中国における市民社会の構築論
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

――鄧

正来と景躍進は前述の論文において正式に市民

社会の構築論を提起した。彼らはまず市民社会

の理論構築と社会現実との接点を提起してい

る。すなわち、「現代化の後発国家として、中

国は政治構造と社会構造を相当の程度で調整

し、現代化の受容とその発展を促進しなければ

ならない」、と（鄧･景 1992: 3）。だが中国の現

代化プロセスにおいては、天安門事件に端的に

見られたように、政治的な変革が政府の正統性

の危機へと直結した結果、政治構造変革は芽生

えの過程で失敗したのである。こうした現代化

のジレンマの根本的な原因は、「国家と社会と

の間に現代化の発展に適合する良性の構造が形

成されていない」ためとされ、「より的確に言

えば、社会に独立的、自治的構造性の領域が形

成されていないということである」という（鄧

･景 1992: 5）。

　かくして市民社会を構築する必要性が生じ

る。そして、「現代化のプロセスに対する戦略

的思考として、市民社会理論の根本的目標は下

から健全な中国市民社会を建設することであ

る。中国市民社会の構築を通じて、国家と市民

社会という二元構造を漸次的に確立し、二者の

良性の関係を形成する」という（鄧･景 1992: 

5）。すなわち、現代化という現実的な問題こ

そが、市民社会論の問題関心の根本的所在なの

である。より明確な表現でいうと、「中国市民

社会が追求しようとする目的は、国家と社会の

構造性の変革を促進し、経済の市場化と政治の

民主化を実現する」ことである（鄧･景 1992: 

11）。ここで注目しておきたいのは、現代化と

いう国家のプロジェクトへの訴えることを通し

て、市場化と民主化を実現させるという論者の

問題意識なのである。

　そこで、二人の論者はこう市民社会を規定す

る。「中国の市民社会は、社会成員が契約性の

規則に依拠し、自発性と自治とを基礎とし、経

済的・社会的活動を行う私的領域及び政治参加

のための非政府的な公的領域を指す」、と（ibid.: 

8）。こうした市民社会の主体は、「独立した個人、

群集、社会団体と利益集団」とされ、その内部

的関連は、「市場における交換活動に内在する

契約性の関係である」とされている。こうした

市民社会概念の規定から以下の二点を読み取る

ことができよう。第一に、市民社会の主体は国

家からの独立性と自主性とを有している。第二

に、市民社会は市場活動という基礎を有する。

　だが、そのように規定されている市民社会は

既存の国家体制とどのような関係を有している

のか。二人の論者による、市民社会と国家との

「良性的な相互作用」10 論がこの点を明白に示

している（鄧･景 1992: 13-4）。具体的に述べる

と、一方では、国家は市民社会の独立性を承認

し、市民社会に制度的・法律的保障を提供し、

市民社会に合法的な活動空間を与える。また、

国家は市民社会自身が解決できない利益に関わ

る矛盾とコンフリクトに対して仲裁と協調を行

う。他方では、市民社会は国家を制限する力量

を有する。市民社会は自由を保障し、国家が独

裁体制へと後退するのを防止する。また、市民

社会は多元的な利益集団を育成し、民主政治に

しっかりした基礎を築き上げるのである。

　要するに、鄧らの論者は既存の体制における

国家と社会との関係を問題視し、二者間の良性

の構造を創出することを通して、現代化という

課題を推進しようとしている。無論、その戦略
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は現実性に乏しいものではない。すなわち、強

力な国家があまりにも自明な存在であったとい

うことからすれば、市民社会を構築するに際し

ては、国家の役割を全く無視することは難し

い。また、国家の絶対的な権威と権力とを制限

するという点で、市民社会は、まさにその意義

を示している。このように国家と市民社会との

関係を規定すれば、まさに二者の「良性的な相

互作用」となるだろう。こうした関係論は今日

の中国市民社会論者に広範に受け入れられてい

る国家と市民社会との関係論となった 11。

２－３　市民社会論の問題意識についての再考

　以上の検討から、中国市民社会論について次

の二点が明らかになっているだろう。

　第一に、いかに中国の現代化を実現させてい

くかというモチーフによって市民社会論が貫か

れているという点。実際、市民社会論はまさに

現代化論と銘打つことを通して言説空間にお

ける合法性を獲得するようになったのである。

それは、中国市民社会論が社会主義体制の下

で形成された国家と社会との癒着を問題視し、

1980 年代以来の経済改革を契機にした二者の

分離という経験的な事実を踏まえつつ、新た

に現代化――経済の市場化と政治の民主化の実

現――に関する構想を提起しているのである。

　第二に、そこでは、国家と社会との良性的な

関係の構築が目指されているという点。すなわ

ち、新しい現代化論としての市民社会論は社会
4 4

主義における国家と社会との関係
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を再調整しよ

うとするものなのである。このモデルは、鄧正

来らが現代化論の枠組みにおいて明白に提起し

たものだが、兪可平らのマルクス主義的市民社

会論に見られるモチーフでもある。かくして、

中国市民社会論は国家と社会との良性的な相互
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

作用という関係の再構築という点に収斂してい
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

くのである
4 4 4 4 4

。

　まとめると、国家と社会との良性的な関係の

構築を主旨としている市民社会論とは、1980

年代の改革から生じてきている現実に基づいた

ものであり、現代化をさらに推進するための機

制として提起されているのである。そして論者

にとっては、そうした（国家と社会との）関係

が一定の現実性を有しているものであると同時

に、目指されるべき関係でもある。では、こう

した市民社会論は中国社会の現状をどの程度踏

まえたものであるのか。以下ではこの問題を検

討し、市民社会論による中国社会分析の妥当性

を検証していきたい。

３　社区自治と市民社会論

　先に述べたように、経験的な事実に注目する

市民社会論者は殆ど都市社会を市民社会の原点

として考えている。一方では市民社会の歴史か

ら見れば、こうした都市社会と市民社会との関

連はごく自然なものである。他方で 1950年代以

降に形成された都市―農村という二元構造の中

では都市社会が常に上位を占めてきたことから、

都市社会を中国社会の発展の方向としての市民

社会に結び付けることは決して不可思議なもの

ではない。とくに、改革開放とともに形成され

てきた社区自治は中国市民社会のモデルとして

市民社会論者の注目の焦点となっている。こう

した改革のプロセスにおける社会の再編成とし

ての社区自治は、それまで存続してきた「単位制」

の解体という局面に対応するものでもある。そ

こで次の節では、まずは改革期における単位制

の崩壊から社区自治の性格を描いてみよう。

３－１　都市社会組織としての単位制の解体

　周知のように、1949 年以降の現代中国は人民
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公社を基礎とした農村社会を形成すると同時に、

単位制を基礎とする都市社会を形成した。企業

を中心に編成された単位制は、単位を通じてす

べての都市住民を厳格に国家管理のシステムへ

と組み込んだが、そこでは単位とは生産の単位

であるだけではなく、生活の単位でもあった。

従業員の日常生活から町内の紛争解決まで、生

活のほぼすべての領域が単位によって担われ管

理されてきたのである（譚 1991）。この意味で

は単位制は伝統社会的なパターナルな性格を有

していた。こうしたパターナルな単位制の実施

と解体は中国社会を考察する上で重要なポイン

トであると思われる。以下、実施と解体がもた

らした社会的帰結を順に見ていくことにしたい。

　（１）単位制の実施の社会的帰結――単位制

が実施された結果として、以下の二点の社会的

帰結が確認できる。

　第一に、均質的、静止的社会の形成である。

計画経済の下で人的流動は極めて厳しく制限さ

れており、都市の大小企業と国営企業単位の間

にまで、諸々の障壁が立っていた。また、流動

が原則可能なときにさえ、数々の審査を通過し

なければならなかった。こうした状況は、人々

に対して一種の相対的に安定したエトスを与え

ることになる。人々は、自覚的にせよ非自覚的

にせよ、自己の単位あるいは部門こそが、自己

の真実の利益を実現させ、またその利益を保護

することができると認識していたのである。第

二に、成員の主体と権利意識の欠如である。す

べての企業と事業単位はそれぞれのレベルの政

府機構に属しており、都市の構成員は各々の単

位に属していた。単位は閉じた構造をしており、

構成員のすべてを管理要件としていた。その結

果、単位の構成員は単位を中心とする帰属意識

を形成し、公民としての権利の意識を抱くに至

らなかった 12。結局、単位制の中の人間は独立

性を有する自由を特徴とする近代的人間ではな

かった。

　（２）単位制の解体の社会的帰結――以上で

指摘したように、単位制の社会的基礎は社会成

員に充分な就職保障を提供することであった。

国家は単位における諸資源の唯一の、もしくは

主要な提供者であった。そして単位制の解体は

何よりもまず、そこに閉じ込められていた成員

の解放を意味するだろう。

　実のところ、単位制は改革期に入ってから自

己解体の要因を内に孕んでいた。1984 年に始

まった政治と企業の分離を目標とする都市の経

済改革の中で、企業の自主性が増強された結果、

市場メカニズムの下で、企業と事業が担ってい

た包摂的な社会的機能は分化し、政府が担って

いた大きな役割も転換を迫られていく。このプ

ロセスの中で、単位に吸収されない人員が増加

しつつあると同時に、単位の構成員は単位だけ

ではなく、単位以外の、いわゆる「社会」に次

第に依存するようになったのである。その結果、

国家の代理人である単位と比べて、相対的に自

主的な都市社会が形成されつつあり、それがさ

らに国家と都市社会との分離を促している、と

考えられる。

　単位制の解体はよく「単位人」から「社会人」

への転換として捉えられている 13。単位人とは

「計画経済体制の下での中国人の存在状態」と

されていることに対して、社会人とは「行政シ

ステムあるいは単位に帰属することなく、平等

的な主体として外界と関係を持つ存在状態」と

されている（李 2002: 59）。重要なのは、そう

した転換は都市住民の観念を変化させていった

ことである。つまり、単位制の解体によって都

市の住民は社会領域で活動するようになり、市

場経済の活動を通して新たな結び付きを作り出

している。具体的な経済的・社会的活動を行う
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社会人は、従来の単位への帰属意識と異なり、

日常生活に根ざした諸権利意識を形成しつつあ

る。

　要するに、単位制崩壊から二つの社会的帰結

が理解される。第一に、かつての単位によって

担われていた社会的機能、例えば構成員の福祉

が社会そのものに還元されてしまったこと。第

二に、単位制の保障から離脱した個人は自由な

個人として、市場と社会における活動を通して

自ら自立性を獲得しつつあるということ。この

ように、単位制の解体は社会の浮上と自由な個

人の形成につながっていると思われる。

　以上で単位制の崩壊を指摘しておいたが、本

稿にとっては、単位制の解体――社会からの国

家権力の引き上げ――が、どのような社会的空

間を作り出しているのかが重要な問題となって

こよう。近年広範に実践されている「社区自治」

がその問いを検討する上で重要であると思われ

る。詳細は後述するが、構成員を厳格に管理す

る単位制と異なり、社区自治はその構成員によ

る自治活動に基づくものである。

３－２　社区自治の歴史と実践

　社区（Urban Community）という用語につい

て、現代中国では一般的に「一種の自発的生活

団体を指す。それは一つの組織体系、相互作用

の様式、共同の規範と権力構造とを有する。し

かし現実的な水準においては、大多数の社区は

そうした特徴を有しておらず、もっと住民区の

概念に近いものである。異なる社区の境界線も

自然に形成されたものではなく、町と住民委員

会によって確定されたもの」であると理解され

ている（李 2003: 137）。また、地域社会とし

ての社区は「相対的に安定した文化的意義を有

した地域」、「一定規模の同質性を有する人口」、

「共同的な文化心理と生活様式」、「水平的分布

と連合とを主要な特徴とした組織構造」などの

一連の特性によって規定される。つまり、社区

は一種の「社会生活の共同体」として理解する

ことができるのだが、ここでは、それが単位の

ような従属関係に基づくものではないという点

に注意を促しておきたい。

　実は、都市部にはもともと 1950 年代に発足

した「住民委員会」という自治組織があった。

しかしその後の政治運動と社会運動の中で次第

に政府の末端組織となってしまい、その自立性

はいったん失われた。そして改革の時代に入っ

てから、住民委員会の有する自治的な性質は

1982 年の憲法によって再び確立されるように

なるが、この住民委員会が、今日の「社区自治」

の基礎となっているのである。1991 年、中央

政府の民政部は、「社区建設」の目標を提起した。

2000 年、中央政府はもう一度民政部の「社区

建設」に関する意見を社会に伝達した。国家が

推進する社区建設は、今や国の目標ともなって

いる 14。こうした方針の転換の背景を中国社会

から見出すことは困難ではない。

　一方では、単位制の解体と社会の浮上ととも

に出現してきた様々な社会的問題が次第に表面

化してきた。つまり、単位という国家組織の一

環から放出された個人は、一定の自主性を獲得

したとはいえ、既存の社会秩序を乱す要因と見

られている。また、近年の出稼ぎ労働者の流動

もまた社会問題として現れている。こうした転

形期における社会問題に対応して提起されたの

が、社区自治であったと見ることができる。ま

た他方では、社区自治は政府の需要でもある。

実際、単位制という既存の統治システムの衰退

によって、政府は新たな都市の統治手段の選択

に迫られていた。上述の社区自治の歴史からも

わかるように、中央政府は社区建設において常

に積極的な役割を演じており、このこと自体、



ソシオロゴス　NO.29　／ 2005　 155

まさに国家にとっての社区自治の意義を表して

いるのである 15。

　要するに、都市の住民自治は社会の基底と国

家との双方からの需要に応じて出現したものと

考えられる。

３－３　社区自治と市民社会論

　以上で社区自治の実践について描いておい

た。それでは、このような社区自治について、

中国市民社会論者はどのように捉えているのだ

ろうか。

　社区自治と市民社会を積極的に関連付ける代

表的論者は、明確に社区自治を中国市民社会の

基礎であると主張している。そして、こうした

社区自治に大きな意義が付与されている 16。例

えば、李駿は、「社区建設は、市民社会の土台

となり、市場経済を整え、民主政治を発揚し、

最終的な意味で中国の現代化を推進することに

なる」、と指摘している（李 2003: 137）。また

社区を建設することを通して、「強力な国家―

強力な社会」を特徴とする市民社会を築き上

げることになるとも論じられている（徐 2003: 

125）。彼らの主張をまとめると、社区自治が

まさに自治という理念を有しているからこそ、

国家と社会との良性的な相互作用の関係論に近

い組織とされているのである。

　しかしながら、社区自治の歴史と実践につい

ての検討からもわかるように、そうした自主性

とは国家と社会の双方から創出されたものでも

ある。それは国家権力に対する制限の機能を果

たすことは可能ではあるが、同時に、かつての

国家の機能の一部を担うこともまた要求されて

いる。したがって、社区の自主性という観点か

らすると、社区自治と市民社会論の理念とはそ

れほどかけ離れたものとは思えないのだが、そ

れが国家の統治機構の一端でもあるとすれば、

単純に社区自治において国家と社会との「良性

的な相互作用」が作動していると見なしてしま

うのには問題があるように思われる。

　実際、社区自治についての、「党の委員会が

主導すること、民政部門が主管すること、相関

の部門が調和すること、町の住民委員会が主催

すること、社会が支持すること、民衆が広範に

参与すること」という民政部の指導意見からも

理解されるように、ここで社区自治における党

と政府の役割が何よりもまず強調されている点

からみて、社区が単純には国家から自立した市

民の領域とは見なしがたい 17。また、現時点で

は上から下への働きかけの次元においては社区

が盛んに議論されているが、下から上への政府

への働きかけという次元においては住民たちが

熱意を示していないということも指摘されてい

る（孫 2003: 114）。要するに、社区は住民の

自治組織とされているのだが、社区自治におい

て住民たちは必ずしも相応しい役割を果たして

いるわけではないのである。

　まとめると、市民社会論者による国家と社会

との良性的な関係論は、党と政府の支配的な役

割を適切に捉えているとは思えない。また、そ

れは住民からの動きかけの弱さに十分に注目し

ているとも言えない。結局これは、中国市民社

会論というものが、現代中国に実在する上述の

関係をそのまま温存しているのであって、中国

社会の現状にについて十分に批判的な視点を提

供していない、ということを意味しているだろ

う。

４　民間組織と市民社会論

　上述の生活共同体に基づく、社会の基底層の

組織としての社区自治とは異なり、経済改革の

中でローカル・ナショナルレベルに各種の民間



156 ソシオロゴス　NO.29　／ 2005

組織が現れつつある。そしてその活性化につい

て多くの市民社会論者の注目を集めている。で

は民間組織の現状から見ると、中国市民社会論

はどのような妥当性を有しているのだろうか。

４－１　中国における民間組織の現状

　実際、1950-70 年代の中国においても数少な

い社会団体が存在していた。国レベルの社会団

体としては、「労働組合」、「共産主義青年団」、「全

国婦女連合会」などの八つの団体があった。こ

れらの団体は実質的には政府の給費に依存し、

行政システムへ従属していた政府主導の社会団

体であり、今日まで存続している。だが、これ

らの社会団体も、単に共産党の編制の外に存在

するという意味で「社会団体」と名乗っている

に過ぎないのであり、自発的に結成され、自主

的に活動する社会団体ではなかった。

　改革開放から生じた経済的な帰結として、各

種の民間組織の発足と活動に必要な経済的条件

が整うようになったと考えられる。中国の民間

組織は通常、「社会団体」と「民営非企業単位」

という二種類の団体を指すのだが、改革以前に

既に存在した「人民団体」と「住民組織」まで

を含むと主張する研究者もいる 18。1989 年に

すでに全国レベルの社団は 1,600 個に達し、地

方レベルの社団は 20 万個が形成されていた。

1989 年の天安門事件とその後の政府の規制に

よって社団の数は一時的に減ったが、2002 年の

末までに 13.3 万個の社団が結成されている。そ

の中で全国、省、県のレベルの社会団体はそれ

ぞれ1,712個、20,069個、52,386個である。また、

「民営非企業単位」は全国に 11.1 万個が存在し

ている 19。このように規定された民間組織は次

のような性格を示していると考えられる。

　第一に、民間組織は民間と政府との二重性

を有している――多くの研究者が指摘するよう

に、大半の民間組織は明らかに民間と政府との

二重的性格を持っている（王･孫 2002: 26; 兪 

2002: 202; 郁･呉 2003: 148）。実は政府は重要

な組織、例えば各レベルの「婦女連合会」、「労

働組合」、「商会」、「赤十字会」などに対しては、

経費の支給と党の支部の設置によって管理と

コントロールを行っている。あるいは「消費者

協会」という民間組織のように直接に政府の工

商行政管理局に属しているケースもある。これ

らの民間組織は、政府主導の組織であるがゆえ

に、その行動は政府の方針と殆ど一致している。

だが、政府の管理に属さないような社会問題へ

の積極的な対処――人道的救援・援助、家庭内

暴力への介入、失業者の再就職の斡旋など――

の点からすれば、これらの組織は独立性を有し

た民間の性格をも帯びているとも言える。した

がって、いかに自主性の方針と政府への従属と

のバランスを取りつつ活動するかという点が、

重要な組織と団体にとって依然として問題と

なっている。

　第二に、民間組織は政府と社会との仲介的組

織である――この性質は上述のような民間組織

の半官半民という二重性に由来するものと考え

られる。民間組織についての経験的研究者が指

摘しているように、民間組織は「仲介的特性、

すなわち政府と社会との間の架橋と紐帯の役

割」を果たしており、それが「社会の中間層」

と呼ばれている（王･孫 2002: 27）。こうした「社

会の中間層」はかつて政府に担われていた社会

的機能を引き受けることによって、自身の自立

性と合法性を獲得するようになったのである。

４－２　民間組織と市民社会論

　以上の民間組織の現状についての再検討か

ら、次のことが明らかになるだろう。すなわち、

民間組織が、経済改革に伴う社会構造の転換の
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中で、政府と民間との双方からの推進力によっ

て、短期間に急速な成長を遂げ、さらにその成

長は加速されているということである。具体的

に述べると、政府は社会の顕在化に対する効率

的な管理のため、自身の権力を社会に引き渡し

ている。そして、社会は自己のダイナミズム

によって譲渡された社会的機能を果たすと同時

に、自己の自立性と独立性の範囲を拡大しよう

としている。では、こうした民間組織の現状か

らすると、中国市民社会論の妥当性とはいかな

るものであろうか。

　第一に、民間組織が有する相対的自立性と自

主性という点においては、中国市民社会論の分

析は妥当なものと考えられる。確かに国家は経

済的、行政的制度を通して民間組織をコント

ロールしており、組織が国家の方針から逸脱す

ることを防止しようとしている。この意味で民

間組織の自立性は完全なものではない。だが、

民間組織が国家と市場とは異なる独自の活動の

領域と独自の規範を有していることを考えてみ

れば、民間組織が独自の社会的領域を作り出

しているのも明らかで、それを国家との相互作

用の一極と考えても良いだろう。とくに改革開

放前の国家と社会とが高度に癒着していた歴史

的状況を想起すれば、民間組織の隆盛の中で変

容しつつある国家と社会との関係は、市民社会

論者の捉えている市民社会の出現を意味してい

る。

　第二に、民間組織による新た社会空間の創出

は確かではあるが、そのプロセスにおける社会

的諸力と国家の機構・制度との相互作用は、中

国市民社会論に回収され切れないものである。

実のところ、社会への分権を中心とする改革の

プロセスの中で、国家は依然として支配的な役

割を演じている。例えば郁建興らは、①国家が

民間組織を形づくること、②民間組織は積極的

に国家を表現するシンボルを受け入れること、

③民間組織は正式に国家体制に融合すること、

という三点を挙げ、二者の相互作用を描き出し

ている（郁・吴 2003: 145-6）。具体的に国家

は民間組織の設立の条件として「当の民間組織

を管理する政府機関の認可」を要求するが、民

間組織は積極的に「民間性」を放棄し、政府の

関係者を組織の責任者とすることを通して、国

家が有する権力と資源とにアクセスする機会を

獲得する。その結果、民間組織は国家の指導を

受け入れることによって合法性と効率を獲得す

る一方、国家は社会に対するコントロールを効

率的に達成するのである。

　以上の分析はある種の理論的な図式化であ

り、実際には社会団体と国家とはより雑多な

様式で組み合っていると考えることができよ

う 20。だがその本質においては、こうした関係

は、資源を介した相互作用であると見ることが

できるのであって、すなわち、国家と民間組織

とは互いの資源の交換を通して、相互に織り合

うようになり、社会に二重的性格を有した制度

の領域を創出しているのである 21。

　そうであるとすれば、このように民間組織が

国家の職能部門と重なっている状況の中で、多

元化した社会の利益と力量を代表することがい

かに可能になるのか、これが市民社会論者が見

落としている問題である。つまり、国家と社会

の「良性的な相互作用」を保障するメカニズム

が具体的に示されていないのである。さらに言

えば、そうしたメカニズムの欠如のため、市民

社会論は容易にその規範の現実性――例えば、

下からの国家権力の規制――を失いかねないの

ではないか。したがって、民間組織が今後、市

民社会の岩床になっていく可能性は否めない

が、それを国家と社会との良性的な相互作用の

結果であると分析してしまうのは、上述したよ
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うな様々な問題点を覆い隠す結果につながって

しまう恐れがあるといえよう 22。

５　おわりに

　本論は、中国社会の現状と照合し、中国市

民社会論による中国社会分析の有効性を検証

してきた。まとめると、現代中国においては、

1978 年以来の経済改革の帰結として、社会利

益の多元化や社会問題が噴出し、社会そのも

のが可視化しつつある。これらの過程で、国家

は社会の諸々の力量を再び国家体制へと統合し

ようとし、それを社会からの権力の引き上げに

よって創出された「社会」の領域を通して実現

しようとしている。したがって、本稿が分析し

ている社区自治と民間組織をはじめとする社会

的空間の形成は転形期の中国において社会の基

底層の行為と国家変革との結果である。

　言うまでもなく、市民社会論がまさにこうし

た社会変動に鋭敏に対応し、国家と社会との良

性的な関係の構築を提起しているのである。そ

の論点は本稿が述べているとおりではあるが、

注目すべきは、そうした 1990 年代の冒頭で提

起された問題意識と構想がその後、むしろ、中

国の社会変動によって一層裏付けられていると

いう点である。この意味では、そうした相互作

用論は、徹頭徹尾、現代中国の社会変動に根差

しているものである。したがって、中国市民社

会論は 1990 年代中国の社会意識を先鋭的に抱

えていると同時に、1980 年代の文化的現代化

論と異なり、中国社会の現状に即した社会科学

の視点からの現代化論でもあろう。

　だが、そうした現実性に覆われている中国市

民社会論の問題点に注意を促したい。一方で

は、中国市民社会論の成立過程からも窺われた

ように、現代化論の性格を有している市民社

会論の多くは先ずは政府による改革に期待して

問題提起を行っているのである 23。その結果と

して、市民社会論は強い政策志向というモチー

フを有しており、政策関係者に流通しやすいよ

うな一面がある。そして、国家と社会との良性

的な相互作用のモデルに即して言うと、論者が

国家の行為に主眼を置いているがゆえに、本来

市民社会論の対象ともいうべき社会そのものが

矮小化されがちである。他方では、中国社会に

ついての本稿の分析からわかったように、社

会――例えば社区自治と民間組織――の未熟に

は理由がないとは言えないが、社会の現状とそ

こに潜んでいる可能性を十分に捉えていないこ

とは、中国市民社会論の妥当性を損ねることに

なっているだろう。

　したがって、市民社会論は現代化の過程をよ

く捉えた分析の一つであるが、現状ではそれを

過大評価することもできない。前述のように、

圧倒的な権力と資源を有する国家が社会の形成

のプロセスで支配的役割を演じているのが現状

である。そこで、こうした国家の政策と密接に

関連している市民社会論は、いかに改革と現代

化をさらに推進することができるかが問題であ

り続けるだろう。そうであるからこそ、この「良

性的な相互作用」の理念に隠されている国家と
4 4 4

社会との不平等の関係
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

をさらに問う必要がある

のではないか。したがって現代中国の社会変動

に基づいて、「良性的な相互作用」という中国

市民社会論の規範に対してはそれを批判的に問

い続けていく必要があるだろう。

　最後に、市民社会論が有しているこうした問

題点は、市民社会論の戦略から由来したものと

も考えられる。すなわち、市民社会論者は社会

主義体制の下で形成された国家と社会とが癒着

した状況に批判を加えているとはいえ、進行中

の社会改革を正当化することを通して、社会変
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革の青写真としての「中国市民社会」を提起し

ているのである。その結果として、市民社会論

が進行中の国家政策と同調している様相を呈し

ており、中国社会を捉える際にその妥当性が弱

められてしまっているのである。これは、いわ

ば中国知識人による観念の先行とも呼ぶべきも

のでもあるが、硬直化した古い社会主義の理念

と実践が融解しているところに現代中国の方向

を捉え直そうとしている社会の構想としては、

中国市民社会論の意義は否めないであろう。

注
1 現代化とは、日本語の「近代化」もしくは英語の

modernization に相当する中国語の表現である。現

代中国の社会思想におけるこの用語の重要さを考慮

し、本稿はあえて「近代化」と訳さずに、「現代化」

という表現そのままを用いることにする。

2 1990 年代の中国における現代化論の構造とその

問題点は興味深い問題である。これは詳細に検討す

る必要がある問題なので、別稿に委ねることにした

い。ここで指摘しておきたいのは、市場社会の出現

と現代化のプロセスに対する関心こそが、1990 年

代の社会思想空間の基底をなしているとはいえ、中

国社会の現実に対する把握は必ずしも一様ではない

という点である。

3 後述するが、中国市民社会論は 1990 年代の冒頭

にアカデミックな言説として市民権を獲得したのだ

が、市民社会論の視野で中国社会の現状を分析する

市民社会的言説の出現は、1990 年代の末のことで

あった。そこで、この時間の差そのものが中国市民

社会論の特質を物語るものとなるのではないか。

4 中国の農村社会における村民自治に一部の論者は

市民社会の希望を寄せている。農村市民社会論（趙 

2003; 呉 2002）がその代表的な見解である。だが、

農村をむしろ市民社会の障害と捉える理論の方が主

流である（石 1991; 鄧・景 1992; 蕭 1995）。本稿

では市民社会論者に共同に注目されている都市社会

における社区自治と民間組織を分析することにする

が、その際に市民社会論の理論枠組みを介しての中

国社会の分析はなるべく排除することを心掛けた。

5 この数字は鄧正来の 1994 年に執筆した論文（鄧 

2002: 100-24）によるものである。

6 1998 年以降、『戦略与管理』、『社会学研究』など

の学術雑誌と各大学の学報に市民社会を問題にする

論文が続々掲載されるようになり、1999 年以降に

掲載された論文の数に大幅の増長が見られた。

7 ここでは主に市民社会論の初期段階の主張を紹介

することにするが、後ほどの市民社会論を強く規定

したのが、この時期の市民社会論であることを考え

ると、この時期の市民社会論は、むしろ、最も鮮

明に中国市民社会論の時代意識を示すものであると

言ってよい。

8 沈の観点に対して渓兆永はマルクスのテクストに

依拠し、マルクス主義における沈の「三つの意味」

が存在しないと反論している（渓 1990: 36）。つま

り、この時期においては、論争は用語の解釈を中心

に行われていた。論争の結果として市民社会概念が

理論のアジェンダに挙がったと考えられる。

9 時間的には、（１）に先立って（２）が先行して

提起されたのだが、（２）は香港で提起されたもの

であることを考えると、中国本土においては、むし

ろ、（１）が先に注目されているのである。

10 中国語では「良性互動」と呼ばれる。

11 枚挙はできないが、例えば蔡（1997）、葉（2003）

などはともに「良性的な相互作用」論を強調してい

る。また、多くの学者は関係論を「社会主義市民社

会」の特徴として位置付けようとしている。例え

ば法学者馬長山は西側の資本主義制度の制約を指摘

し、「それに対する止揚と超越を通してのみ、……

市民社会と国家との良性的な相互作用の関係は真正

に確立することができるのである」と述べている



160 ソシオロゴス　NO.29　／ 2005

（馬 2001: 40）。

12 一部の単位制の研究者はこうした帰属意識を単

位意識と呼んでいる。それは「人々の単位に対す

る帰属意識が、彼らの階層に対する帰属意識をは

るかに超えている」という社会現象を指す（晋 

2003: 42）。その弊害について、「私的関係の優位」、

「仕事遂行意識の最小化」、「権威に対する盲目的な

従順」、「平均主義的意識の形成」、「身分を追求す

る意識の形成」などが指摘されている（於 1991）。

13 この変化を「人民」から「市民」への転換とし

て捉える研究者もいる（王 2002: 96）。

14 社区自治に関する研究は、現代中国ではホット

なテーマである。ここでの記述は王（2002）、李

（2003）、潘（2004）と陳（2004）によるものである。

社区自治に関する日本語の文献は陳（2000）と朱

ほか（2003）などを参照のこと。

15 実は、政府が自らの正当性の問題を考慮して、

積極的に社区建設を推進しようとしているともま

た考えられる。例えば、単位制の下における以下

のような事態の改善が目指されたとも考えられる。

「社会の自立する空間が殆ど存在していない状況の

下で、人々が現実の生活の中で遭遇する殆どすべ

ての問題の解決は、政府もしくはその代理人に依

存しなければならない。……いったん問題がよく

解決されなかったら、政府もしくは政府の代理人

が怒られてしまうことになる」（劉 2000: 26）。

16 こうした市民社会論者は社区自治の実践に注目

しているとはいえ、主にその意義について論述し

ているのである。以下の二つの例以外に、趙（2001）

も参照のこと。

17 具体的な社区実践の中で、党の委員会が柔軟な

対応を示していることは事実であるが、党を上位

とする上下の権力関係が依然として維持されてお

り、社区組織の成員に不満をもたらしている。こ

の現状について陳偉東の研究（2004: 186-94）を

参照していただきたい。

18 中国民政部は民間組織を「社会団体」と「民営

非企業単位」の二種類に分けている。前者はメン

バーの共同意志による結社であるのに対し、後者

はメンバーを有していないが、固定の構成員を有

する、社会にサービスを提供する実体である。研

究者は一般的に、「民間組織は NGOs に大体に相当

する、各種の社会問題の解決にコミットする、非

政府的、非営利的、自主管理の、非党派的、一定

の自発性を有する組織を指している」としている

（孫 2001: 101）。「住民組織」、例えば「住民委員会」

「村民委員会」を民間組織として捉える学者は、兪

（2002）、王・孫（2002）などが挙げられる。

19 データは中国民政部 http://www.mca.gov.cn の

『2002 年民政事業発展統計報告』による。

20 ただ、彼らはコーポラティズムの立場に立ち、「社

会にある国家」の視点から民間組織と国家との相

互作用を論じているのである。コーポラティズム

の視点から中国における国家と社会との関係につ

いての論述は White ら（1996: 33）を参照のこと。

21 中国社会の研究者、例えば郁建興と呉宇（2003: 

148）は「国家と民間組織との相互作用は、国家と

社会を分離させていない。そればかりか、両者の

境界線はいっそう曖昧模糊になっている」と指摘

している。王頴と孫柄耀（2002: 28）は、「民主参加、

市民自治と組織の民間化は中国社会民間組織の今

後の発展の趨勢である。但し、……中国は一部の

西方国家のような、社会と国家との対立には至ら

ないのである」、と指摘している。

22 したがって市民社会論は、次の事態、すなわち

改革の時代で国家と社会との相対的な分離を契機

として、二者が新たな様式に再び再結合しつつあ

るということを見逃しているのではないか。その

再結合の様式についての周到な記述は、本稿はま

だ用意していないが、それを単に「良性的な相互

作用」と言ってしまうのは早上がりに過ぎないと

思われる。
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The Chinese Discourse on Civil Society in the 1990s
its effectiveness and its limitations

LI, Yongjing

It could be argued that the emergence of Chinese discourse on civil society in the 1990s has changed 

greatly the discursive space in contemporary China. As a result, China’ s modernization is reconsidered in the 

so-called State-Society framework, which is constructed as a mutual interactive model between the state and the 

society. However, is it true to argue that the Chinese discourse on civil society is based totally on those real social 

changes in modern China? The main purpose of this paper is to discuss the effectiveness and limitations of this 

new discourse as an analytical framework on the Chinese society. The task is approached by reexamining those 

social changes that are seen as the symbols of the coming Chinese civil society. 




